
【別添】

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成２６年３月５

日付け保医発０３０５第３号厚生労働省保険局医療課長通知）（粋）

別添１ 診療報酬点数表に関する事項

<初診料＞

区分Ａ０００ 初診料

(10) 「注４」に規定する保険医療機関において、医薬品価格調査の信頼性を確保する

観点から、毎年９月末日においても妥結率が低い状況のまま、初診を行った場合は、

「注４」の所定点数を算定する。

妥結率が低い保険医療機関とは、妥結率の実績が 50 ％以下の保険医療機関をい
う。妥結率の実績の計算期間は、報告年度の当年４月１日から９月 30 日とし、当
該期間の妥結率の実績が基準を上回る場合には、11 月１日から翌年 10 月 31 日ま
で妥結率が低い保険医療機関とはみなされない。ただし、報告年度の当年 10 月以
降に新規に保険医療機関に指定された医療機関においても、翌年 10月 31日まで妥
結率が低い保険医療機関とはみなされない。

なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及

条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格

は決定したが、支払期間が決定していないなど、取引価格に影響しない契約状況が

未決定の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率＝ 卸売販売業者(薬事法（昭和 35年法律第 145号）第 34条第３項に規
定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定め

られた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の

規格単位数量×薬価を合算したもの）／当該保険医療機関において購入された

薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額

(11) 妥結率の割合は、「別紙様式 35」により、毎年 10 月に地方厚生（支）局長へ報告
すること。なお、平成 26 年度改定後、最初の報告は平成 26 年 10 月に行い、(10)
の取扱いについては、平成 27年１月１日から適用する。

(12) (11)に規定する報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係
る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を併せて提出すること。



（別紙様式３５） 

 

妥結率に係る報告書 
 

報告年月日：  年  月  日 

 

 

 

当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されて

いる医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数

量×薬価を合算したもの） （①） 円 

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定めら

れた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医

療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの）  （②） 円 

妥結率 

（②／① ）％ 
％ 

 

 

 ［記載上の注意］  

１ 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格

単位ごとに数えた数量のことをいう。 

２ 「①」及び「②」については、報告年度の当年４月１日から９月 30

日の薬価総額を報告年度の１０月中に報告すること。報告しない 200 床

以上の保険医療機関は、妥結率の低い保険医療機関とみなされることに

留意すること。 

３ 保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等

妥結率の根拠となる資料を添付すること。  



別添３ 調剤報酬点数表に関する事項

<調剤技術料＞

区分００ 調剤基本料

(12) 医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、毎年９月末日においても妥結率が低

い状況のまま、調剤を行った場合は、「注６」の所定点数を算定する。

妥結率が低い保険薬局とは、妥結率の実績が 50 ％以下の保険薬局をいう。妥結率
の実績の算定期間は、報告年度の当年４月１日から９月 30 日とし、当該期間の妥結
率の実績が基準を上回る場合には、11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで妥結率が低い
保険薬局とはみなされない。ただし、報告年度の当年 10 月１日以降に新規に保険薬
局に指定された薬局においても、翌年 10月 31日まで妥結率が低い保険薬局とはみな
されない。

なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条

項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格は決

定したが、支払期間が決定していないなど、取引価格に影響しない契約状況が未決定

の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率＝ 卸売販売業者(薬事法（昭和 35年法律第 145号）第 34条第３項に規定
する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬

価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数

量×薬価を合算したもの）／当該保険薬局において購入された薬価基準に収載さ

れている医療用医薬品の薬価総額

(13) 妥結率の割合は、「別紙様式１」により、毎年 10月に地方厚生（支）局長へ報告す
る。なお、平成 26 年度改定後、最初の報告は平成 26 年 10 月に行い、(12)の取扱い
については、平成 27年 1月 1日から適用する。

(14) 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠とな

る資料を添付すること。



（別紙様式１） 

 

妥結率に係る報告書 
 

報告年月日：  年  月  日 

 

届出に係る調剤基本料 の

区分  

（いずれかに○を付す）  

（  ）調剤基本料（特例除外を含む。）  

（妥結率５０％超）  

（  ）調剤基本料の妥結率特例    

（妥結率５０％以下）  

（  ）調剤基本料の特例（イ又はロ）  

（妥結率５０％超）  

（  ）調剤基本料の特例（イ又はロ）の妥結率特例  

（妥結率５０％以下）  

 

 

当該保険薬局において購入された薬価基準に収載されている

医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数量×

薬価を合算したもの） （①） 円 

卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた

薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用

医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの）  （②） 円 

妥結率 

（②／① ）％ 
％ 

 

 

 ［記載上の注意］  

１ 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格

単位ごとに数えた数量のことをいう。 

２ 「①」及び「②」については、報告年度の当年４月１日から９月 30

日の薬価総額を報告年度の１０月中に報告すること。報告しない場合は、

妥結率の低い保険薬局とみなされることに留意すること。 

３ 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結

率の根拠となる資料を添付すること。  

 




